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発信元：つくば市 教育局 文化財課

全５枚

つくば市教育委員会は、２月１日付けで以下のとおり市有形文化財１件を指定、

市認定地域文化財１件を認定しました。

１ 市有形文化財

(1)名称・員数 三村山不殺生界碑・１基

(2)種別 工芸品

(3)所在地 小田3128番

(4)所有者 個人

２ 市認定地域文化財

(1)名称・員数 立野大師堂石仏群・175軀

(2)種別 有形民俗文化財

(3)所在地 臼井1167番１

(4)所有者 立野区

３ 指定制度と認定制度

・文化財指定制度は、現状変更への規制と補助金等の支援により文化財を保護

していくもので、特に貴重な物件に限られる。

・地域文化財認定制度は市独自のもので、補助金の支援は無いが規制は緩やか

である。幅広い物件を文化財と認めることで、保存や活用の促進が期待できる。

・つくば市の文化財指定は平成16年７月以来で、現在の件数は84件。

・つくば市地域文化財の認定は平成25年１月以来で、現在の件数は２件。

つくば市有形文化財の指定及び
つくば市認定地域文化財の認定について

※写真提供可

※写真提供可

（みむらさんふせっしょうかいひ）

（たてのだいしどうせきぶつぐん）



 

資料２ 

１ 

三村山不殺生界碑について 

 

つくば市教育局文化財課 

 

１ 名称・員数  三村山
みむらさん

不殺生界
ふせっしょうかい

碑
ひ

・１基 

 

２ 種   別  有形文化財（工芸品） 

 

３ 所 在 地  つくば市小田 3128 番 

 

４ 所 有 者  個人 

 

５ 概   要 

・ 高さ 1.5ｍ、幅 1.3ｍ、厚さ 0.13ｍで、黒雲母片岩で造られている。 

・ 現在は小田集落内に所在しているが、当初は宝篋山麓にあり、運ばれた

と推測される。 

・ 「建長五年 癸丑／三村山／不殺生界／九月十一日」の銘文があり、鎌倉

時代中期の建長五年(1253)に製作された板碑とわかる。 

・ 三村山極楽寺を拠点として関東に大きな影響を与えた、西大寺の高僧で

ある忍性が、不殺生界を定めて寺域の整備したことを裏付けている。 

・ 現在は雨除けの屋根がかけられているが、風雨による経年劣化により表

面が剥がれ落ちやすくなっており、次世代に継承していくには保護策が必

要である。 

 

６ 指定理由 

・ 三村山極楽寺の鎌倉時代の石造物群の一つに数えられ、年号の刻まれた 

石造物としては市内最古である。 

・ 三村山極楽寺に関わる石造物の中でも、真言律宗の高僧忍性が三村山極

楽寺を関東布教の拠点として整備していく過程がわかる歴史資料として重

要である。 

 ・ 三村山極楽寺に関わる石造物には茨城県やつくば市、土浦市の指定物件 

が多くあるが、それらと比較しても歴史的な重要性は遜色ない。 
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写真

2

三村山不殺生界碑 石碑・覆屋

三村山不殺生界碑全景

三村山不殺生界碑拓本
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資料２ 

１ 

立野大師堂石仏群について 
 

つくば市教育局文化財課 

 

１ 名称・員数  立野
た て の

大師堂
だいしどう

石仏群
せきぶつぐん

・175 軀 

 

２ 種   別  有形民俗文化財 

 

３ 所 在 地  つくば市臼井 1667 番１ 

 

４ 所 有 者  立野区 

 

５ 概   要 

 ・ つくば市臼井の立野地区に所在している「大師堂」に納められた、江戸

時代後期から明治時代の弘法大師像 87 軀、如来・菩薩・明王像 88 軀で構

成される。 

 ・ 伝承では、天保３年(1832)に立野の皆川重兵衛が、四国八十八ケ所霊場

の霊山寺から持ち帰った土で土地を清めて弘法大師像を安置したことに始

まり、地域の大師講の信仰対象となったとされる。 

・ 大正２年(1913)には、「新四国八十八ケ所弘法大師尊霊場」として筑波 

 山南麓に巡拝経路を整備し大師像を分散配置したが、その後、大師堂に収 

 められた。 

 ・ 群を構成する石仏には、真壁や上ノ室などやや遠方の地名が刻まれたも

のを含んでいる。 

・ 現在、大師堂と石仏は立野区会が所管。地元住民で構成される「橘会」

が、弘法大師の月命日である 21 日に集まり石仏の袈裟を作るなどの行事

や、日常的な維持管理を行っている。 

 ・ 立野区会では、石仏群が持つ地区の歴史を示す文化財としての重要性が

広く知られ、次世代に継承されていくことを期待している。 

 

６ 認定理由 

・ 江戸時代後期から大正時代にかけて製作された大師講に関わる石仏群で

ある。 

・ 地域の信仰の歴史を物語る資料であり、現在に至る経緯も明らかであ

る。 

・ 堂内に多数の石仏が整然と並んでいる状況は、市内でも珍しい。 

・ 現在でも地区住民で大切に管理されており、所有者である立野区が文化

財としての重要性が広く知られることによる次世代への継承を期待してい

ることは、制度の趣旨と合致している。 
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２ 

 

大師堂外観                         筑波山三役の石像 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大師堂入口正面の石仏群 
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